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市
税
な
ど
の

休
日
収
納
窓
口

　
市
税
な
ど
の
収
納
窓
口
を
、
毎
週

土
、
日
曜
日
に
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
平
日
が
仕
事
な
ど
で
忙
し
く
、
金

融
機
関
で
の
納
付
が
困
難
な
方
は
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
税
相
談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と�

き
　
毎
週
土
・
日
曜
日
　
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※�

開
設
し
な
い
日
／
月
曜
日
～
金
曜

日
の
祝
日
、
年
末
年
始
（
12
月
29

日
～
翌
年
１
月
３
日
）

と�

こ
ろ
　
市
役
所
１
階
収
納
グ
ル
ー

プ

業�

務
内
容
　
市
税
、
国
民
健
康
保
険

税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
収
納
業
務
お
よ
び

納
税
相
談

問
合
せ
先

　
市
収
納
グ
ル
ー
プ

　�

☎
52
―
１
１
１
１（
内
線
241
～
243�

・�

259
）

国
民
健
康
保
険
税

第
７
期
納
期
限
は

２
月
１
日
㈪
で
す

　
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
は
、

皆
さ
ん
の
医
療
費
の
支
払
い
に
充
て

ら
れ
る
目
的
税
で
す
。

　
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た
だ
か
な

い
と
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
国
保
税
を
納
め
る
に
は
口
座
振
替

が
便
利
で
安
心
で
す
。

　
納
期
ご
と
に
金
融
機
関
に
出
向
い

て
国
保
税
を
納
め
る
必
要
が
な
く
、

預
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
さ

れ
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　
申
込
用
紙
は
、
金
融
機
関
か
市
民

窓
口
グ
ル
ー
プ
に
あ
り
ま
す
。

　
通
帳
に
使
用
し
て
い
る
印
鑑
と
通

帳
を
お
持
ち
に
な
っ
て
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方

は
、
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　�

☎
52
―
１
１
１
１（
内
線
261
・
262
）

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
加
入
者

の
皆
さ
ん
へ

所
得
額
に
か
か
わ
ら
ず

申
告
し
て
く
だ
さ
い

◆�

各
種
軽
減
な
ど
の
措
置
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◆�

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
加
入

者
は
全
員
所
得
申
告
を

　「
私
は
所
得
が
少
な
く
、
申
告
の

義
務
が
な
い
か
ら
」
な
ど
と
い
っ
て

申
告
を
し
な
い
と
、
適
正
な
国
民
健

康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

　
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
が
法
律

で
定
め
ら
れ
た
金
額
以
下
の
場
合
や

市
民
税
が
非
課
税
の
場
合
な
ど
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
と
保
険
税
又
は

保
険
料
の
軽
減
や
入
院
の
際
の
食
事

療
養
費
標
準
負
担
額
の
減
額
、
高
額

療
養
費
に
か
か
る
自
己
負
担
限
度
額

が
少
な
く
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
申
告
が
さ
れ
て
な
い
と
、

こ
の
制
度
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
判
定

が
で
き
ず
、
せ
っ
か
く
有
利
に
な
る
制

度
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、忘
れ
ず
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　�

☎
52
―
１
１
１
１

・
国
民
健
康
保
険
担
当（
内
線
261
・
262
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
担
当（
内
線
227
・
217
）

２
月
の
し
尿
収
集

税
・
国
保

　
２
月
の
し
尿
収
集
作
業
日
程
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。

　
作
業
は
、
天
候
な
ど
の
理
由
で
２

～
３
日
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
先
（
収
集
業
者
）

　
高
浜
衛
生
㈱

　
☎
53
―
０
５
１
６

問
合
せ
先

　
市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
264
）

し
尿

平成22年2月　し尿収集作業日程表
月　日 曜日 区　　域 月　日 曜日 区　　域
2月1日 月 青木町六～九丁目 15日 月 田戸町三・四丁目
２日 火 青木町二～五丁目 16日 火 田戸町五～七丁目
３日 水 春日町一～七丁目 17日 水 本郷町
４日 木 18日 木 呉竹町二～六丁目
５日 金 湯山町、神明町、沢渡町 19日 金 呉竹町六・七丁目、屋敷町一～三丁目
６日 土 20日 土
７日 日 21日 日
８日 月 稗田町一～六丁目 22日 月 屋敷町四～七丁目
９日 火 二池町一～六丁目 23日 火 向山町一～六丁目
10日 水 24日 水 向山町六丁目、小池町
11日 木 碧海町二～五丁目 25日 木 小池町、新田町、八幡町
12日 金 芳川町、田戸町二・三丁目 26日 金 論地町、清水町
13日 土 27日 土
14日 日 28日 日
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